
医療的ケアが必要な障がい児への支援について

【医療的ケアが必要な障がい児について】

○　在宅で生活する医療的ケア児が、その心身の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、支援体制の構築に取り組む。
☆＝Ｈ３１当初予算要求事業

○　医療的ケア児支援協議会の設置　（設置の工程表は「資料３」のとおり）

　　・　Ｈ３０年度内に県及び各圏域に協議の場を設置し、関係機関の意見交換の場を確保

　 ☆  Ｈ３１年度は協議の場の組織を拡大し、多岐にわたる支援ニーズに対応できる体制を構築

○　支援策検討の基盤となるアンケート（全数調査）の実施

　　・　県内の医療的ケア児を漏れなく把握するため、県内の小児科病院を経由してアンケート調査を実施

○　小児在宅医療体制の整備

　 ☆  成人在宅医から小児在宅医療に取り組んでもらうための研修の実施（病院小児科医同行での小児診療研修）

○　訪問、通所、短期入所事業所の量的拡大

  　・  医療的ケア児の受入れが可能な事業所を確保（施設整備補助金を活用して支援）

○　その他必要な支援

　　・　必要な支援とその優先順位について、協議の場で検討

　　　（例） 災害に備えた人工呼吸器の非常用電源装置確保

　　　　　　 障害児通所支援事業所と保育園等の併行通園の支援

　　　　　　 医療的ケア児どうし、保護者どうしの交流支援

○　多分野にまたがる支援の利用を調整する人材の育成

　 ☆  医療的ケア児等コーディネーター養成研修の実施

○　訪問、通所、短期入所事業所における支援の質の向上

　 ☆  医療的ケア児等コーディネーター養成研修の一部を支援者向けに実施

○　医療的ケア児を医療の側面から支援する人材（事業所、学校の看護師等）の養成

　 ☆  医療的ケア児等支援者養成研修の実施

　　２　医療的ケア児とその家族に対する支援の充実

　　３　支援人材の育成

　根拠法令等

　　支援体制構築に向けた取組

　 【山形県障がい福祉計画（第１期障がい児福祉計画）】

　現　　状

　　１　連携を図るための協議の場の設置

○ 医療技術の進歩等を背景に、ＮＩＣＵ等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用 

   し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障がい児（医療的ケア児）が増加 

○ 一方で、県内の医療的ケア児支援をめぐる環境の整備は遅れており、病院を退院したあと、在宅で 

  生活する医療的ケア児は適切な支援が受けられていない。 

○ 適切な生活支援を受けられない医療的ケア児は、主として家族の懸命なケアにより支えられており、 

 家族の孤立や疲弊も指摘されている。 

 【改正児童福祉法（平成２８年６月３日施行）】 

第５６条の６第２項 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために 

  医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連 

    分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を 

    行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

【医療的ケア児の数】 

 ・ 全国で約１．８万人（Ｈ２８）と推計（厚生労働省研究報告）   

   ・ 県内で約１２０人（Ｈ３０．３ 各市町村から聴き取り）  

数　　値 考　え　方

県 1
圏域 全圏域

市町村 全市町村（※）
※　市町村単独が困難な場合は圏域での設置も可能

　平成30年度末までに、県、各圏域、各市町村
において、保健、医療、障がい福祉、保育、教
育等の関係機関等が連携を図るための協議の
場を設置

医療的ケア児支援のため
の関係機関の協議の場の

設置

項　　　目
【目標値】

支援の充実・人材育成

医療的ケア児
とその家族

相談支援事業所

特別支援学校
学校

こども医療
療育センター

地域中核病院・
指定発達支援医療機関

小児科診療所
在宅医療

山形大学病院

訪問看護事業所

障害児通所支援
事業所

児童発達支援
センター

保健所

保育園

コーディネーター
が全体調整

訪問介護事業所

協議の場の設置
・ 現状の把握・分析
・ 支援の連携
・ 資源の開拓
・ 地域住民への情報提供 など
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